
精神障害者保健福祉手帳の申請から交付まで 

 

 

 

※申請から交付までは約 1 ヶ月半～2 ヶ月程度かかります。 

申請の前に
①

•市役所障がい福祉課に所定の診断書がありますので受け取ってください。
(職員が申請に必要な書類について説明をします。)
※年金証書で申請する場合、診断書は不要です。

申請の前に
②

•病院へ診断書の記載を依頼して下さい。
(診断書記載が可能な医師は、県から指定を受けている医療機関の医師で
す。)

申請

•申請に必要な書類をそろえ、市役所障がい福祉課で申請をしてください。

•申請書類については市役所から県へ送付します。

審査

•県で審査が行われます。

手帳等の
作成

•審査後、手帳が作成され、市役所へ送付されます。

交付

•市役所から申請者へ手帳を送付します。


